










要約:現在の地域母子保健活動は、保健所と市町村が一体となって乳幼児健診と保健指導

を中心に進めてきた。平成 6年 6月の母子保健法改正により、一部専門的サービスを除い

て、基本的サービスは市町村がその実施主体となる。そこで、保健所は、市町村における

母子保健活動が円滑に進むよう、連絡調整・指導・助言するほかに、地域母子保健の健康

指標を常時監視(モニタリング)し、いち早く地域の健康指標を悪化させている要因を発見

し、必要であれば更に研究調査を行い、その予防対策を立てる役割を求められている。


